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私はここ４年ほど日本工業標準調査会の代表

としてI S Oの技術管理評議会（T M B）のメンバ

ーとしての活動をしている。T M Bは米、英、独、

仏の常任国のほか、日本、加、豪、南アなど三

年の任期で選挙で選ばれる国をあわせて、1 2カ

国のメンバー国からなり、年３回の会合のほか、

インターネットを通じて日常的に意志決定をし

ている。

T M Bは8 0 0以上あるＴＣやＳＣにかかわるあ

らゆること（設立、廃止、幹事国の割り振り、

議長の任免等）、I S O / I E C専門業務指針に代表さ

れるような規格作りに関するルールの制定・改

定等を担当している。

1 9 9 5年にＷT O / T B T協定ができるとともに、

適合性評価の考え方が世界的に受け入れられる

ようになり、国際規格の果たす役割がますます

重要になってきている。国際規格とは何かにつ

いては、A S M EやA S T Mなども国際規格だとす

る米の主張もあるが、I S O規格やI E C規格が国際

規格であることを否定する声はない。

I S Oにおいては、こうした状況をふまえ、かつ、

規格作りに時間がかかりすぎるとの批判に応え

るために、市場ニーズを反映した規格作り（市

場適合性）が重要との認識が高まり、ＴＭＢに

おいても、ここ数年間に様々な措置が執られた。

たとえば、作業開始から７年以上たっても規格

が出来あがらないものはもう一度振り出しに戻

し本当にニーズがあるのかどうか見直す、各Ｔ

Ｃはビジネスプランを作るとともに産業界から

の意見も採り入れる、必ずしもフルコンセンサ

スが成り立たなくても一定のコンセンサスがで

きれば出版物として出していく（ニューデリバ

ラブル）等の措置である。

日本はこれまでI S Oの活動にお金はだしている

が、実質的な規格作り作業そのものについては

あまり汗をかいてこなかった。たとえば、幹事

国引き受け数で、米、英、独、仏に後れをとっ

ている。そのため、ＴＭＢの常任国になれず三

年ごとに選挙が行われそのたびに根回しや投票

を依頼して回らねばならない。日本はこの九月

には再選されることができたが、同じアジアで

中国や韓国等が国際標準化に熱心に取り組み始

めてきていることを考えれば、三年後に再選さ

れる保証はなにもない。

国際規格はいわば一つのルールである。国際

的なルールは与えられるのを待つのではなく、

自ら参加し、できれば自分の考えをもとに作る

ことが有利であることは言うまでもない。少な

くともそうすれば国際競争を有利に進めること

ができる。日本の産業界も国際標準化戦略を持

つ必要があるといわれて久しいが、政府のバッ

クアップもさることながら、規格のユーザーで

ある産業界が自ら取り組みを強めていくことが

望まれる。

こうした観点から、日本化学工業界がイニシ

アチブをとり、数年前にI S Oの化学に関する委員

会であるT C 4 7の幹事国を引き受けたことは心

強い限りである。こうした地道な努力が多くの

実りをもたらすことになることを期待したい。
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産業の競争力強化のためには国際標準の戦略的取得あるいは獲得が不可欠で

あり、研究開発と標準化の一体的推進が求められている。３回シリーズで「標

準化活動の現状と今後の方向性」について紹介する。

あり、後に出来たJ E Sの原型となったものであっ

た。」２）

1 9 2 8年には化学工業協会が商工省から委託さ

れて塗料類規格制定調査員会（委員長：鴨居武）

で、脂肪油と顔料の規格を作成し、工業品規格

統一委員会はこれを受けて1 9 3 1年に第２部第1 3

委員会（委員長：田中芳雄）で審議した。この委

員会は後の日本工業標準調査会化学部会に所属

する一般塗料専門委員会の前身と言える。

その後、臨時日本標準規格（臨J E S）、日本規格

（新J E S）の時代には塗料関係の規格の数もふえ、

「顔料、塗料、写真材料が多く、特に塗料用のため

に化学部門があるようにも思える程である。」３）

という状況であった。

戦後、1 9 4 9年に工業標準化法が作られた。こ

れは「敗戦によって殆ど壊滅状態になった産業

を復興させ、生産力を増強させることが当時の

産業政策の最優先課題であった。」４）そのために

は新しい技術、手法が急速にとりいれられるこ

とになった。S Q C、L P、O R、T W I、P E R T、

C P M、これらを消化して使いこなすための講習、

教育、研究会などが盛んに行われた。1 9 5 5年、

工業生産技術審議会塗料部会（部会長：大橋喜九

三）は「塗料試験方法」という答申を通商産業大臣

に提出した。この本文は、塗料の品質管理に役

立つ試験方法の紹介とその解説が主体である。

1 9 5 9年、JIS K 5400塗料一般試験方法が制定さ

れた。塗料については1 9 5 8年頃までに十数種の

J I Sが制定されていたが、試験方法は規格ごとに

記されていたので、共通するものを要約して整

備することになった（委員長：塩田良一）。

はじめに

日本の塗料関係の標準化はデジュール規格と

してのJ I Sと共に、旧軍や国鉄を始めとする各種

団体、企業などのデファクト規格によって進め

られてきた。 本稿ではJ I Sを中心に記す。

塗料における標準化の歴史

日本における塗料工業の歴史は1 8 8 1年（明治1 4

年）共同組合光明社（現在の日本ペイント）の創業

に始まると言ってよい。それまでにも油性ペイ

ントなどを用いたいわゆる洋塗装は行われてい

たが、工業としての生産はこのときからである

（洋塗装については一説では、ペルリの来朝に際

して日本側との談判所を塗装したのが最初であ

るとの説があり、記念碑まで建っているが、こ

れは事実ではないということである）。1 9 0 0年代

になると塗料製造会社の数もふえ、1 9 0 8年には

塗料の輸入を殆ど阻止したとの記述がある。

臨時産業調査局の設置は1 9 1 7年、度量衡及び

工業品規格統一調査会の発足は1 9 1 9年であるが、

塗料のような化学製品は初期には対象になって

いなかった。1 9 3 5年頃になると油類（規格数1 3）

塗料（規格数1 1）の委員会が設置されている。１）

これより先、大正末期には阪神塗料製造技術

員懇談会が結成され、塗料用原料類を中心とし

て性能と試験法の企画案を審議した。また、当

時の大ユーザーである鉄道関係では、S A 1 4 6車両

用塗料規格が1 9 2 7年に作られた。これは「当時

の諸官公庁、大会社などの用いていた塗料規格

のうちでは形式内容ともに最も完備したもので



特集

5

塗料における標準化

これ以後、塗料の規格で使用する試験法は主

としてこの規格により、特殊な試験法はそれぞ

れ個別規格に規定するようになる。この規格は

1 9 7 0年、1 9 9 0年に改正され、日本における塗料

試験方法の標準となった。特に1 9 9 0年度の改正

にあたっては委員総数5 4名、3分科会で、2年7ケ

月にわたって審議を行った。これより数年前か

らJ I S作成に際してはI S Oとの整合をはかってい

たが、JIS K5400の1 9 9 0年の改正では整合を強く

進めて解説で各項ごとにI S Oとの整合状態を記し

ているし、最も重要な試験時の温度、湿度をI S O

の条件の一つに改めている。

しかし、I S Oとの完全な整合とまでは行かず、

日本の気候、風土や、塗料技術の歴史、業界の

現状からみて可能な整合を行ったという程度で

あった。同時に規格の表現、体裁も改め、この点

では大巾に整備されたが、技術的な内容につい

てはそれまでのJIS K5400から大きく隔たるもの

ではなかった。

1 9 9 5年４月、J I Sの国際整合化推進3ケ年計画が

決定し、J I Sは全面的にI S Oに整合させるという

方針が出された。日本塗料工業会は先ず塗料一

般試験方法のJ I SをI S Oに整合させ、その後、そ

れをに基づいて各塗料の規格を改正するという

方針をたて、作業を開始した。また、J I Sの必要

性の有無をチェックするゼロベース見直しがは

じまり、このために1 9 9 8年に「塗料関連規格の今

後のあり方等に関する調査」が開始され、1 9 9 9

年3月に報告がだされている。５）

I S Oをベースとする塗料一般試験方法は、1 9 9 5

年5月から原案作成にはいり、1 9 9 9年４月J I S

K 5 6 0 0として制定された。旧JIS K5407 も同様に

JIS K5601 塗料成分試験方法となった。旧J I S

K5400 塗料一般試験方法は2 0 0 2年４月に廃止さ

れる予定でそれまではダブルスタンダードとな

る。そこで、2 0 0 2年以降は塗料試験方法は主に

JIS K5600によることになるので、現在は個別の

塗料規格をJIS K5600を用いたものにするための

作業が進められている。

JIS K5600

JIS K5400との主な相違点を以下に述べる。

１. I S O規格、特に塗料の技術委員会である

T C 3 5の規格をベースとしている。I S Oの翻訳が

主体であるが、従来のJ I Sにはあったが、I S Oに

はないものも入れてある。

２.JIS K5400は全体で１件の規格であったが、

5 6 0 0は試験方法ごとに　第〇部x x x x 第〇節

x x x xというようにわけられた。詳細は紙面がた

りないから省略するが、「部」だけ記しておこう。

第１部　通則

第２部　塗料の性状・安定性

第３部　 塗膜の形成機能

第４部　塗膜の視覚特性

第５部　塗膜の機械的性質

第６部　塗膜の化学的性質

第７部　塗膜の長期耐久性

第８部　塗膜劣化の評価

節、すなわち試験方法の項目数は総計5 9である。

この規格のベースはI S Oであるから、いろいろ

な点で5 4 0 0とは異なっているが、その中でも重

要なのは次の２点である。

１.試験の標準状態の温度、湿度が2 0±1℃, 6 5±

5 %から2 3±2℃, 5 0±5 %になった。

２.暴露試験片の保持角度が約3 0゚ から4 5゚ になった。

同じI S Oでも他のＴＣ関係では違った規定にな

っている。そしてまた、少々ひがんだ見方で言

えば、過去のヨーロッパ中心のT C 3 5らしいとも

言える。しかし、この２点は塗料工業にとって

は極めて重要である。

( 1 )過去のデータとの継続性が失われる。塗料

は複雑な挙動、性能をするので、外的要因の効果

が明確に把握されていない。だから条件が変わ

ったら過去のデータから新条件での結果にスラ

イドして比較することは出来ないと言ってよい。

( 2 )条件が変わったからと言って、恒温恒湿室

や暴露試験場を新設、増設するには相当な経費

もかかる。それに従来の2 0℃, 6 5 %の方が日本の
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気候にはあっているし、実は2 0℃, 6 5 %という条

件はISO 554-1976にある条件で、だからJ I S

K 5 4 0 0はこれにしたのである。ばくろ角度にして

も日本の緯度で太陽光を最も多く受ける角度は

約3 0度なのである。

以上のようなことから、我々はT C 3 5に対して

この２点（試験の標準状態と暴露の角度）につい

て、従来からの日本の条件でも試験できるよう

に訂正を提案して受け入れられ、ほぼそのよう

に進んでいる（まだI S Oになったわけではない）。

塗料規格の問題点

塗料は現在はれっきとした化学工業製品では

あるけれど、もともとは先史時代、洞窟壁画や

縄文時代から人類が用いてきたものである。理

論に基づいて設計し合成したというのではなく、

工夫して試行錯誤の結果、作り上げたもので、

1 9 5 0年代にはまだカンと経験がはばをきかす世

界とみていた書物６）さえある。塗料の規格の中

で、その名残がある例としては、評価を官能検

査で行っている試験方法がかなり多いという事

実がある。JIS K5400で見てみると、容易に一様

になる（4 . 8混合性、5 . 1低温安定性）、作業に特に困

難を感じない（6 . 1塗装作業性）、研ぐ作業が容易

で、研磨紙に目詰まり、からみが著しくなく（6 . 6

研磨容易性）、軽く触れて( 6 . 5乾燥時間)、静かに

軽くこすって（同）動きが感じられず（同）急速に

（同）、原状試験片の場合よりも著しくなく（8 . 1 4耐

加熱焼付性）などなど。

目で見て差異がなくというのだったら認識の

限界以上の差がなくということで、個人差はあ

るにしても一応の標準になるが、軽くとは、著

しくとは、容易とは、とつっこまれると、お互

い相身互いの大変に日本的な規格であったとい

うことに気づく。と言っても、塗膜の表面の状

態を詳細かつ定量的に記せ、というのも現状では

無理なことで、特にさびたり、割れたり、はがれ

たりとなると何かの写真か図版かを標準として

点数をつけた方がやりやすい。しかし、現状の

そのような標準図はもう大変古くて、どういう

基準で選んだかも不明だし、コピーの繰り返しで

不鮮明にもなっているので、CGと計量心理学に

よる新しい標準図の検討が進められている（これ

も日本の提案）。

塗料の実用特性の評価に用いられている試験

方法は、現場での作業をミニアチュライズした

ようなものが多い。容易に行えて、時間も経費

もあまりかからないという利点はあるが、検出

力は鈍いし、スケール効果やデボラ数を考慮し

たものではないし、もともと固体分散系で粘弾

性体である塗料の物性パラメーターとの関係や、

試験結果と実用した結果との関係は、複雑で解

明が困難な試験法が大部分である。こういう観

点からは塗料試験法の中には質的に優れている

とは言えないものが相当にある。塗料製品の質

が向上したら、それを明瞭に示すことができる

ように試験法も規格も進化して行かなければな

らないのに、製品開発と改良だけが先行して、

試験方法は古いまま、規格の方は種別はあって

も等級はなく、仲良く全員合格を指向している

ような傾向が否定できない。

塗料は先端技術にもハイテクにも位置づけさ

れていない。日本塗料工業会や、大手のメーカ

ーでは産学協同研究は行われているが、それ以

外は、大学でも研究機関でも塗料の研究は減っ

ている。地方の試験場では地元の地場産業対象

以外のことには予算が付かない。この状態が続

けば先細りが心配される。先端ではないからこ

そ、古くさいからこそ関係者の奮起が望まれる。
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2 0 0 1年7月、D o wはE l e m i c aのデータ中継（ハブ）

機能を利用して、B A S Fにグリセリンを売り、

S o l v a yからソーダ灰を買った。E l e m i c aとは、欧

米大手化学会社が設立したコンソーシアム型

e MP（e M a r k e t P l a c e）であり、ハブ機能を提供す

る会社である。

e M Pによる売買自体は今では珍しくはない。

企業間データ交換（E D I）は2 0年以上前から実施

済みである。データ中継サービスには付加価値

通信網（V A N）がある。したがって、これだけ

ではニュースにはならない。

Chem eStandards（以下C e Sとする）というイ

ンターネット技術に準拠した新業界E D I標準を使

用したところにこの話の新しさがある。

CeSとは？

C e Sとは、2 0 0 0年春、B A S F、D o w、D u P o n tな

ど欧米大手化学会社が中心となって開発開始し

た化学業界の次世代E D I標準である。2 0 0 1年2月

になって、米国の在来型E D I標準の管理団体であ

るC I D X（Chemical Industry Data Exchange）に

その保守拡大業務の移管が提案され、C I D Xは、

自らのミッションを「C e Sの管理」と再定義し、

組織再編をもってこの期待に応えている。

C I D XはC e Sの全仕様（1 3 0 0ページ）を公開し

ている。これをもとに、在来型標準と対比しつ

つ、C e Sの特徴を整理すると以下の5点になる。

◆グローバル指向：在来型は日米ともに国内

取引用である。国連のU N / E D I F A C Tはグローバ

ル標準を狙ったものであるが、欧州以外ではあ

まり普及しなかった。これに対しC e Sには、当初

より欧米の主要プレーヤーが参加している。主

要な未参加の地域は日本を含むアジアである。

◆クロスインダストリ指向：在来型は業界内

利用にほぼ閉じられている。一方、C I D Xは、隣

接業界に対して、C e Sの利用を積極的に働きかけ

ているが、最近になって、米国石油業界、農業

化学業界との協業の合意が得られたという。

◆S C M対応：C e Sは取引の基本電文である

「注文・納品・請求・決済」に加えて、「需要予測、

V MI（Vender Managed Inventory）」などS C M

（Supply Chain Management）を支援する電文の

標準をもっている。一方、在来型では予測計画

データのやり取りはできない。

◆e M P対応：C e Sは「商品カタログ登録更新」

電文のみならず、「オークション、逆オークショ

ン用」の電文標準を開発している。在来型には、

これらの電文標準は存在しない。

◆ハブ間接続対応：E l e m i c aと、もうひとつの

化学業界ハブであるE n v e r aとが相互に接続すれ

ばメンバー企業にとって都合がよい。企業はど

れかひとつのハブのメンバーになりさえすれば、

他のどのハブのメンバー企業とも話ができるこ

とになる。C e Sの電文構造が取引当事者とは別立

てで送受信者を記述する仕様になっているから

である。

ポイントはサプライチェーン効率化

C e Sのポイントはサプライチェーン効率化への

貢献を重要視していることである。つまり、原

材料供給元から顧客までのサプライチェーン全

体を通して、①情報処理に関する人手の削減、

②在庫削減、という二つの目的を情報流通の円

滑化・自動化によって実現することが主な狙い

である。

ERP(Enterprise Resource Planning)が企業内の

ヒト・モノ・カネという経営資源のパフォーマンス

向上のための「企業単位」の情報統合であるとす

れば、広義のS CM（①＋②）は、「モノ単位の企業

横断型・垂直型」の情報統合である。そこでは、
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引き下げるプロジェクトを開始したという。今は

まだ高価ではあるが、普及するにつれての低価格

化を期待したいところである。

CeSは将来も大丈夫か？

いまC e Sを導入することは、「慌て者の誤り」を

犯すことにならないのか。結論を先に述べれば、

このリスクは比較的小さいものと考えられる。

確かにI Tは変化が激しい。事実、最近になっ

て、R o s e t t a N e t、C o v i s i n tそしてC e Sも相次いで

e b X M Lの採用を表明した。これでE D I標準は一

つの技術標準に収斂する可能性が出てきたことに

なる。しかし、これは同時に、C e Sの仕様変更を

意味する。そこで、e b X M LのC e Sへの影響度評

価を試みたい。

e b X M Lとは、O A S IS（インターネットの技術

標準化を行う国際団体）とU N / C E F A CT（ビジネ

ス実務の標準化を担う国連組織）が協業し、2 0 0 1

年5月に勧告したE D I標準である。“Creating a

Single Global Electronic Market”という標語のも

とで、業界横断E D I世界標準たることを目指して

いる。

e b X M Lの完成度はどうかといえば、封筒部分

はかなり高く、中身部分は緒についたばかりとい

える。そこで、3業界は、まず、この封筒部分を

自業界標準に採用することになろう。その場合、

C e Sは、現行技術標準をe b X M Lに切り替えるこ

とになるが、これに伴う導入企業側の負担は比較

的軽い。B t o Bサーバソフトウエア業者が新旧二

つの標準をサポートし、両者の変換を担うことに

なるからである。

一方、中身部分の標準化は、オブジェクト指向

というソフトウエア部品化技術を使って、E D I電

文を構成するデータとそのデータに関わるソフト

ウエアを全面的に再構成することで、「業界横断

的な情報流通円滑化」と「ソフトウエアの生産性

向上」という二つの目標を同時に達成しようとす

る壮大な試みである。I T業界の専門家と各業界

のE D I専門家の集結など、組織化には成功しつつ

①の期待効果が極めて大きい。原料供給元＋自

社＋商社＋顧客の全体において、情報の受け渡

しに関する人手が売上高比１％削減できたとす

れば、それは殆どそのまま売上高利益率1％の向

上につながる。さらに、②については、需要予

測や生産計画ソフトウエアの導入などと難しく

考える必要はない。情報流通の迅速化と計画見

直しサイクルの短縮化（たとえば月単位から週

単位へ）により、全体としての在庫を1か月分圧

縮することも不可能ではなかろう。

CeSは本命か？

以下に、筆者の考えるC e Sの評価を示す。

対抗馬の存在 ◎：今のところなし

推進力・スピード ◎：活動強度、改版頻度

世界的な参加 ○：日本・アジア未参加

隣接業界の参加 △：米国石油、農業化学

中小企業の参加 ×：導入初期投資高

技術の妥当性 ◎：X M L、R o s e t t a N e t借用

I T業者の支援 ◎：S A P、w e b M e t h o d s等

将来の発展性 ○：e b X M L採用表明等

（注）XML：extensible Markup Language情報交換用言語

RosettaNet：電子・電機業界の新EDI標準

SAP：ERP用ソフトウエア業者

webMethods：BtoBサーバ用ソフトウエア業者

ebXML：Electronic Business XML（後述）

課題は残るものの、C e Sは、今後、本命にな

る確率が極めて高い。課題について２点補足し

ておきたい。

◆隣接業界の参加：米国では、石油と農業化

学業界との協業の合意が得られたというが、標

準化は「先手必勝」の世界である。「早くて良い

もの」には皆が自然となびくものである。紙・パ

ルプ、医薬・医療、包装材料、建材…の業界に原

材料調達のみならず、製品販売にまでもC e Sが採

用される可能性がある。

◆中小企業の参加：普及のための２番目の課

題は初期導入コスト負担である。R o s e t t a N e tは、

中小企業への普及のために、パッケージ化・簡

素化して、平均１億円といわれる導入コストを
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まず参加を！

◆早急に推進組織の確立を：日本の電子・電機

業界はRosettaNet Japanを組織した。化学業界で

はこのような組織化は無理なのであろうか。世界

の三極の一つを占めたい日本の化学産業として、

「誰かが標準を作ってくれるのを待つ」という姿

勢でよいのだろうか。しかも、標準化は「大」よ

りはむしろ「小」を利するものである。「小粒でも

ピリッとした事業」で世界を相手に勝負したいわ

が国の化学産業にとり、C e Sはまさに「渡りに舟」

といえないだろうか。今が“Too Late”と言われ

ないためのぎりぎりの時点と考える。

◆そして、業界内取引から実用を：C I D Xはま

ず業界内取引から着手した。日本もこれに倣うの

が現実的であろう。輸出入のみならず国内取引に

ついても、まず使うと決めてやらねば具体的な検

討は進まない。机上検討には限界がある。

おわりに

2 0 0 1年4月、J C I Iは経済産業省の支援の元で、

「次世代E D I調査研究プロジェクト」を組織し、石

化協メンバー会社に参加を求め、これに、旭化成、

出光石化、宇部興産、昭和電工、住友化学、三井化

学および三菱化学の7社が応じている。C e Sを研

究対象とする1年間のプロジェクトである。そし

て、プロジェクトはC I D Xに対し、①C e S仕様書翻

訳許可、②2 0 0 1年9月のC I D X大会への代表の参加

の二つを要請した。これに対してC I D Xは、日本代

表向けに専用窓口を準備するなど大歓迎の意向を

示した。C e Sへの日本の貢献を期待するからであ

ろう。このプロジェクトは来年３月に報告書を提

出して終わる。受け皿は、9月現在、未定である。

筆者はこのプロジェクトのメンバーの一人であ

り、本稿にはここで得られた情報を活用させて頂

いた。メンバーの諸氏にはプロジェクトの内外で

数々のご教示を頂いている。ここに深く謝意を表

したい。ただし、本稿はプロジェクトの意見を代表

するものではなく、文責は全て筆者個人にある。

あるようだが、構想が大きいだけに、その実用化

には少なくとも5年はかかるという見方もある。

もし、この試みが成功すれば、C e Sは、そのデ

ータ構造部分で大幅な変更を余儀なくされる。し

かし、その場合であっても、新旧データの対応関

係さえ維持できれば、比較的安価で済むことにな

るが、現時点での厳密な影響度評価は難しい。

よくある誤解

誤解されやすい点をいくつか取り上げてみた

い。

◆商慣行が異なるから導入は無理という誤解：

日米間で、商社機能が異なることに加えて、物流

や決済の慣行も異なるのは事実である。しかし、

道具や標準は環境にあわせて使えばよい。そして、

合わないところは変えればよい。事実、欧米間で

も、商慣行の違いはあるはずであるが、両者は

C e Sでは協業している。

◆B t o Bは商社抜きが前提という誤解：日本に

おいては商社の存在は大きい。メーカーとしては

商社抜きの顧客ダイレクトを早急に実現したいと

ころである。しかし、今すぐに商社を外せない場

合、とりあえず、商流は現状のまま、情報流のみ、

顧客ダイレクトに切り替える方法もありえよう。

商社へはあとから情報を流す。これで、顧客・二

次商・一次商・メーカー間の無駄な情報処理を一挙

に削減し、ひとまず実利を得たい。

いずれ、インフラの変化が、新たなビジネスモ

デルの登場を促し、もはや真の価値を生み出さな

くなった機能は淘汰される。それは、商社ではな

く、メーカーの営業機能の一部かもしれない。

◆B t o Bはe M P専用という誤解：買い手側の調達

コスト削減活動が活発である。売り手側が「わざ

わざ買い叩かれに出ていくことはない」とe M Pに

消極的になりがちなのも理解できる。しかし、

B t oB= e MP +新E D Iである。もうひとつの新E DI

（=C e S）が軽視されては困る。今のままでは、広

義のS CM（前述）で、日本は欧米に大きく遅れをと

ることになりかねない。



10

写真業界の新標準開発
富士写真フイルム（株） 池上 真平、日置 達男

特集

Advanced Photo System概要

Advanced Photo System（A P S）は、「簡易操

作」「信頼性」「多用な仕様」「カメラの小型化」

を狙った写真システムである。

富士写真フイルム、イーストマン・コダック、

ニコン、キヤノン、ミノルタの5社で標準を開発、

写真業界の約5 0社がライセンスを取得したのち、

さらに2年の製品開発期間を経て1 9 9 6年4月にフ

イルム、カメラ、ラボ、スキャナーに至るシス

テムを構成する商品が市場導入された。

このシステムの主要な特徴は

●カメラをコンパクトにするためのフイルムカー

トリッジおよびフイルムフォーマットの小型化

●カートリッジ装填をより簡単、確実にするた

めのフイルム先端が出ていないカートリッジ

●一本のフイルムの中で自由に選択可能な３種

のプリントフォーマットタイプ

●撮影絵柄一覧フイルムのためのインデックス

プリント（露光された全コマを１枚にプリント）

などである。

本システムの新標準で特徴的なのは、

1) 写真はフイルムをユーザーが購入し、最終的

にはプリント作成のサービスを受けるシステ

ムであり、それに適合するというシステムの

目標を満たす必要があったこと

2) 新標準にもとづく新しいシステムであり、こ

れを構成する、フイルム、カートリッジ、カ

メラおよびラボで使用される機器などの標準

を同時開発する必要があったことである。

以下、新標準開発で困難であった点、留意し

た点およびその解決施策しつき、それぞれ開発

作業を例示しながら説明する。

信頼性あるサービスの実現

写真システムは次のような特徴がある。

1) ひとつのフイルムカートリッジをいろいろな

カメラで使うこと。カメラは高級な一眼レフ

カメラから簡便なコンパクトカメラまで多く

の種類があること。
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2) フイルムカートリッジは撮影後、ユーザーの

手を離れ、現像ラボ業者に渡される。そこで

フイルムは現像・プリント・袋詰、等、いろ

いろな工程を通る。フイルムに撮影された画

像を、現像・定着が行われるまでは見ること

ができないこと。

3) 最終製品はプリントであり、ユーザーが始め

に購入した媒体（フイルム）ではないこと。

4) ユーザーはどの地域でも標準的なプリントサ

ービス受けられること。

システムの将来の発展性と商品設計の自由度

を確保すると同時にシステムの性能を保証する

ことが標準開発のキーポイントである。従って、

これらの特徴のなかで、いろいろなカメラでプ

リントサービスを保証できるように設計した複

雑なシステムを必要最小限の標準で規定するこ

とに留意した。

一例として、３つのプリントフォ－マットに

ついて説明する。

ユーザーが“Ｈタイプ”のプリントフォーマ

ットを意図して撮影したものが、“Ｐタイプ”で

プリントされたら不都合である。これら、3種類

のプリントフォーマットをユーザーの指示どお

りにサービスが提供されるようにするため、以

下を定めた。

1) フイルムにプリント情報およびこれを記録す

る場所を規定

2) カメラで記録する方法（光学記録および磁気

記録）、その信号書き方、場所を規定

3) ラボカメラでは、記録された信号に従ってプ

リントすること、およびそのときのプリント

サイズを規定

さらには、

4) 認定マークのあるお店では３つのプリントフ

ォーマットのサービスが保証されるサービス

認定制度

これらを、技術標準書「System Specification

for the Advanced Photo System」および、ラボ

認定制度のための「Photofinishing Service

C e r t i f i c a t i o n」の中で規定した。標準の規定だけ

では、ユーザーはサービスを受ける保証がない

ため、認定制度が採用された。

フイルム・カートリッジの開発

互換性で特に大きなポイントとなるのはフイル

ムカートリッジとカメラのインターフェースであ

る。既存の写真システムにない要素を数多く取

り入れる必要があったが、基準となる既存の製

品がないため、フイルムカートリッジおよびカ

メラの標準の両方を同時に開発する必要あった。

特に、フイルム先端が出ていないカートリッジ

を実現するためにはフイルム先端を押し出す機構

および、その押し出しに耐える剛性をもつフイ

ルムベースの開発は大きなポイントであった。

実際の開発は、いくつかのモデルテスト機を

用いた基礎実験で必要な要素を把握し、机上で

図面を作成するとともに、このために新たに開

発した剛性の強いフイルムベースを用いたテス

トフイルムで、目標を満たすために必要な物性

を確認した。

カメラにカートリッジが装填した場合、まず、

カートリッジのフイルム巻き取り軸（スプール）

を回転させることで、フイルムの先端をカート

リッジの外に出す。そのあとスプールをさらに

回転させると、フイルムは、搬送経路の抵抗・

まさつに打ち勝ち、フイルム巻取り軸に到達す



る。軸にフイルムが巻き取られたあとは、これ

までの押し出しではなく、巻き取り軸でフイル

ムを巻き上げ、フイルムを正転方向に搬送する。

この機構の動作を保証するためのカートリッ

ジの標準の例を以下に示す。

1) Thrust Length：巻き取り軸到達のためにフイ

ルム先端がスプールの回転により押し出され

る距離

2) Thrust Force：カメラ内部の抵抗に打ち勝つ

に充分なフイルム押し出し力

上記の例の他、カートリッジの寸法およびそ

の許容幅（トレランス）がカメラとの適合性を

保証するために規定された。許容幅の規定には

コンピューターシミュレーションも積極的に活

用した。

開発の最終段階では、実際のカメラを想定し

た治具を用い、いろいろな環境下でテストして

検証、あるいは結果をフィードバックしてフイ

ルムおよびカートリッジの仕様と標準を見直し

た。この作業を数回繰り返した。

A P Sの標準のライセンス後各社がそれぞれに

開発したフイルム・カートリッジ・カメラ・ラ

ボ機器の間の互換性を検証するため、あらゆる

組み合わせで動作確認しあうテストを発売前に

協働して行い、最終確認とした。

12
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参考文献：

池上、Atkinson、日本写真学会誌59, 623, (1996)

標準書

フイルム・カートリッジ・カメラ・ラボ機器

などの標準書は、テキストが4 0 0ページ、図面が

1 0 0枚を越える。詳細はコダック社のW E Bサイト

を参照されたい。

h t t p : / / w w w . k o d a k . c o m / g l o b a l / e n / c o n s u m e r /

A P S / r e d B o o k / i n d e x . s h t m l

また、サービスを保証するためのラボ認定制

度の規定文書が別にある。

綿密なシステムの設計、標準の規定及び,製品

導入前の互換性テストでの知見を活用し、円滑

な製品導入後が実現できたと考える。

新市場創出委員会事例研究会講演「国際コン

ソーシアムによる新写真システム開発」（平成1 1

年6月1 6日）での報告をまとめた。
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e M a r k e t p l a c eが退場する一方で、未だに新たな

e M a r k e t p l a c eが登場し続けており、現在でも1 0 0

を超える化学品取引を扱うe - M a r k e t p l a c eが存在

していることである。また、欧米化学メーカーは

Private Marketplace、Consortium Marketplace

などいろいろな試みを積極的に展開している。

確かに、Wall Street筋は昨年初めには既に独立

系のe M a r k e t p l a c eへの投資を手控え始めている。

しかしながら見誤ってならないのは、彼らが

e B u s i n e s sの可能性を否定しているのでなく,売買

手数料に依存する取引所モデルに懸念を示して

いると言う点である。より現実的なビジネスへ

昇華させることを求めたに過ぎない。

Deloitte Tohmatsu Consultingの K e v i n

G r o m l e yは、北米におけるこの間の事情を

E u p h o r i a、R e a l i t y、More Realistic Phase (Now)

の3期に分けて説明している。第Ⅰ期( E u p h o r i a )

はかつてのGold Rushが再来したような時期とい

える。あらゆる経済活動、ビジネスモデルがイ

ンターネット化され、試されていった。

第Ⅱ期( R e a l i t y )では、健全なビジネスを求めて

Old Economyの見直しが行われると共に、その

荷い手達がおもむろにe化の表舞台に登場してき

た。C o v i s i n t、E l e m i c aなどがC o n s o r t i u m型

e M a r k e t p l a c eがその典型である。

そして現在、世界的な経済の低迷に関わらず、

欧米においては、eとEが一層強固に結びついた

networked economyと し て 、 e B u s i n e s sは

Consolidation Phaseに入ったようである。

かつて様々な事業活動が経験してきたように、

eBusiness はブームから、着実な経済活動に向け

て淘汰が進み、より強固な基盤を持った勝ち残

り組が、新たな経済システムの確立と適合を求

め、新段階に突入している。

I D Cの予測によれば、I T関連支出に占める

e B u s i n e s s関連支出の割合は、2 0 0 0年の1 5 %から

2 0 0 5年には3 7 . 5 %に達するという。また、2 0 0 1年

平成12年度化学品取引情報化補助事業
eBusinessブームの終焉－実業としてのeBusinessに向けて－

戦略推進部　宮崎正常　（株）蝶理コム　上野圭輔

旧テクノインフラ委員会では、米国ＴＶ2 0 2 0

に あ る 重 要 領 域 ＳＣＭ（ Supply Chain

M a n a g e m e n t）と情報技術の活用について取り

組んでいた。これらの活動はCA L Sロードマッ

プ調査研究委員会と生産技術分科会、生産物流

分科会などで取り組まれていたが、いずれもこ

の6月をもって、収束することにした。

一方、平成1 2年度化学品取引情報化補助事業

は、米国ＣｉＤＸのChem eStandardsＴＭの調査

研究を含む来年3月までの補助事業である。この

事業には総合化学会社大手７社が参加している。

この事業の周辺状況も日々変化しているので、

欧米化学業界の動向を中心に、この事業周辺の

状況を紹介する。

ITバブルの崩壊

昨年春のN A S D A Q暴落以来、それまでI T業界

に牽引されてきた景気の低迷が続き、I Tバブル

の崩壊が喧伝されるようになった。同時にI T業

界の牽引車となってきたI n t e r N e tを利用した

Bu s i n e ss形態、いわゆるe B u s i n e s sの有効性にも

疑念が呈されるようになった。実際、昨年春に

リリースされたP r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r sの報告

書“E-Marketplaces in Chemicals”に掲載され

た化学品取引を取り扱うe M a r k e t p l a c eの多くが、

既に営業を停止している。果たして、e B u s i n e s s

は衰退して行くのであろうか？

C A L Sロードマップ調査研究委員会では、平成

1 0年度から3年度にわたる調査研究の成果をまと

めて本年3月にリリースしたが、その中で

C A L S ( = e B u s i n e s s )を日本の化学業界革新の必然

の流れとして捉え、業界共通のインフラとして

国際的な業界標準確立の重要性を訴えている。

ここで行われた考察は誤りであろうか。

eBusinessの新たなフェーズ

留 意 し な け れ ば な ら な い の は 、 多 く の
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め決った形がなく、必要性に応じたビジネス上

の創意・工夫がなされて、千変万化する。ここに

“eBusiness is Business”たる所以がある。

我が国では、この点を十分吟味することなく

e B u s i n e s sの可能性のみが持て囃されてきた嫌い

がある。このことが、e B u s i n e s sに取り組む企業

の淘汰が進む中で、日本企業の足を一層竦ませ

る結果を齎していると思われる。

すなわち、何を解決するためのe B u s i n e s sか明

確でなかったため、風向きが変わったことで一

気に熱が下がったのではないだろうか。日本に

おけるe B u s i n e s sの取り組みが全て停滞・後退して

いるわけでは無い。中小企業経営革新支援法の

適用事例にも幾つかの成功例が見られる。

1) 女性向けユニフォームメーカーA社では、

非効率な販売活動の効率化を妨げている生産体

制を改善し、Quick Responseと納期保証を確保

することにより、電子的な受注を可能にし、大

幅な販売経費削減を可能にした。

2) 紙卸業者6社が、小口他頻度配送による物流

コスト増大を解決するために、共同仕入れ・共同

配送の新会社を設立し、コンピューターネットワ

ークを活用した物流システムを構築した。これ

によって、仕入れ・物流コストの削減だけでなく、

共同保管によって品揃えを豊富化し、顧客ニー

ズに幅広く応えることが出来るようになって、

売り上げ・収益を増加させることに成功した。

ここに挙げた事例は何れもe B u s i n e s sの成功事

例と言えるが、当の各社はeBusiness 化を目指し

たわけではなく、ビジネス上の課題に真剣に取

り組んだ結果、このような成功を得たのである。

欧米化学業界の取り組み

それでは欧米ではどうであろうか？

欧米化学業界について、E C / E D Iへの取り組み

の経緯を、米国化学業界のE C標準化団体である

CIDX ( Chemical Industry Data Exchange )の標

準化活動を参考に見てみよう。

米国の化学業界 がEDI (Electronic Data

の全世界における企業W e b S i t e構築予算は、Y 2 K

予算額を上回ると言う。このような動向を受け

て、2 0 0 1年における米国内のI T関連支出の総額

は、最悪の場合でも5 %増加すると予測されてい

る。

化学業界においても同様な状況が起きている。

International eChemのPaul Hodgesは、化学業界

のB 2 B e B u s i n e s sに よ る 収 益 は 2 0 0 4年 に 約

U S $ 1 . 8 T r i l l i o nに及ぶというA c c e n t u r eの予測を引

用して、むしろ化学産業は、他の産業の先頭を走

っていると言う。E l e m i c aがElastomer Solutions

を、C h e m C o n n e c tがE n v e r aを合併したこともこ

のような文脈の中で進められたと考えられる。

日本の化学業界

翻って、わが国の化学業界の状況はどうであ

ろうか。確かに、欧米同様にe B u s i n e s sブームは

去ったようだ（日本では、ブームに至る前に幕

が引かれた感じであるが）。化学業界向けのE C関

連企画に手応えが感じられなくなったという、

関係者の言がこのことを裏付けている。しかし

ながら、これが新たな世代への脱皮でなく、停

滞である点に彼我の差がある。

現在国内主要化学企業各社は事業再編などの

リストラや、E R Pシステムの導入などに追われ、

e B u s i n e s sに割くリソースの余裕が無いと言う事

情もあるが、それだけが原因であろうか。

元来、日本を含むアジア諸国のe B u s i n e s sに対

す る姿 勢は 、Patrick Ho, President, Dow

Chemical, Asiaがいみじくも”Wait and See”と

評したように、“気になるが、どうすればよいか

解らない”と言うのが本音であろう。

“eBusiness is Business”とよく言われる。勿論、

e B u s i n e s sが単なるI Tの問題ではないことを指摘

する言葉である。とは言え、e B u s i n e s sはI Tをビ

ジネスに適用する形態の一つであり、その意味

でソリューションである。すなわち、何らかの

ビジネス上の課題があって、初めてe B u s i n e s s採

用の必然性が生じる。随って、e B u s i n e s sには予
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平成1 2年度化学品取引情報化補助事業

I n t e r c h a n g e )に取り組み始めたのは、8 0年代前半、

8 5年にはX 1 2メッセージの業界向け標準(ガイド

ライン)を開発するため、C I D Xが設立されている。

この時期のE C / E D I導入の狙いは、内部処理の

効率化と、その結果としての顧客サービスの向

上であった。既に顧客とのC o l l a b o r a t i o nの祖形と

も言えるV M Iの取り組みも始まっている。

C E F I Cもこの時期にU N / E D I F A C Tに基づいた

メッセージガイドラインを開発している。C I D X

の場合、注文、出荷・輸送、支払等の一連のメッ

セージガイド開発に約1 0年を要している。

次いで、9 0年代半ばにはthe Internet活用が研

究されるようになった。従来型のE D Iでは、初期

投資、運用コストが高く、中小企業への展開に限

界がある。このことがE D I導入企業が徹底した内

部処理効率化を妨げていた。インターネットの安

価性に加え、W e b - E D Iの軽便性がこの問題の解決

に役立つと言う期待、さらには、M a r k e t i n gや販

売活動の効率化への可能性が、その動機であった。

その後、E R P導入、Y 2 K対応でe B u s i n e s sへの

取り組みが停滞した時期があったが、9 8年には

新たな試みが始められた。

技術的には、注目を集め始めたX M Lの可能性

を追求するものであったが、背景には第1次のリ

ストラを終えた欧米企業の、ビジネス戦略の転

換があった。従来の社内活動に重点をおいた、

効率化・コストダウンから、顧客との関係や、

サプライチェーンの改善のように社外の関係に

重点が移ってきた。

このような傾向は、Arthur D. Little主催で9 8

年に開かれたChemical Industry Forumの報告

や、Ernst & Youngが同じく9 8年にE P C Aの後援

の下で、The University of Tennesseeと共同で行

った調査研究“Confronting Change -A Global

Report on Supply Chain Management in the

Chemical Industry -”でも分析されている。

A D L主催のフォーラムでは、当時のD u P o n t会

長Jack Krolをはじめ、米国化学メーカーのトッ

プが参加して、如何にして化学メーカーが一層

の発展を実現できるかについて討論している。

“Focus externally rather than internally”と言う

のが、このフォーラムで合意された重要な指摘

のひとつである。また、E & Yの報告書からも、

欧米各社がS C Mを進める中で、顧客やサプライ

ヤーとの関係改善を重視していること、そのた

めにE C / E D Iを活用しようとしていることが浮か

び上がってくる。

このようなビジネス戦略に加え、インターネ

ットの普及、e M a r k e t p l a c eの勃興は、グローバ

ルな市場においてもインタラクティブな取引を

可能にし、結果として社内プロセスの一層の迅

速化が求められることとなった。

すなわち、このような背景の下、単に社内シ

ステムの統合だけでなく、キーとなるサプライ

ヤーや重要顧客の社内システムも含めたサプラ

イチェーンの統合を実現する手段として、X M L

に期待が集まってきた。

2 0 0 0年に入り、状況は大きく動き出した。米

国大手化学メーカーを中心に、e M a r k e t p l a c e等

e B u s i n e s sへの取り組みが本格化し、E C / E D Iを

支えるX M L標準の早期確立の要請が強まってき

た。この機運の中で、C I D Xと化学メーカー、

e M a r k e t p l a c e等が協力してChem eStandardsＴＭ

の開発に着手した。Chem eStandardsＴＭの詳細

については旭化成の田沢氏が、別稿で紹介され

ているので割愛するが、この標準が明確なビジ

ネス戦略に裏付けられて開発されていることに

留意する必要がある。

リアリティあるeBusiness
実現のために

これまで見てきたように、欧米化学業界では

明確なビジネス上の判断に基づいて、e B u s i n e s s

を展開し、推進してきた。さらにその展開に応

じて、全社のe B u s i n e s s戦略推進責任を一元化し

たり、B P社のように第2次のリストラに取り組む

動きも始まっている。

しかしながら、未だe B u s i n e s sが確固としたビ
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ジネスモデルを描き出しているわけではない。

Forrester ResearchがThe National Association

of Purchasing Managementと行った、インター

ネット購買に関する最近の調査によれば、調査

対象3 9 0社の8 4 %が購買のツールとしてのインタ

ーネットの重要性を認めている。一方、H u r w i t z

G r o u pによれば、多くのe M a r k e t p l a c eはバイヤー

の視点を重視するあまり、サプライヤーを集め

ることが出来ず、結果としてバイヤーの参加を

促せないでいると指摘している。

勿論、e B u s i n e s sを成功させるためのいくつか

のポイントが明らかになっている。F o r r e s t e r

R e s e a r c hは同じ報告書の中で以下の点を指摘し

ている。

1 ) e B u s i n e s sの効用は大企業において顕著である。

2 )書類処理費用の削減を実現できたのは3 0 %弱に

留まっている。

3 )中途半端な取り組みでは効果を得られない。成

功している企業は、間接材購買の1 4 %、直接材

購買の9 %をオンライン購買に拠っている。(そ

うでない企業の場合、各々4 %に留まっている)

4 )成功している企業の4 3 %はe M a r k e t p l a c eを利用

し、オンラインオークションの利用も3 7 %に上

っている。（そうでない企業の場合、各々1 9 %

と1 7 %に留まっている）

5 )サプライヤーとのインターネットベースの協業

を実現しているのは、成功企業の6 0 %に上り、

そうでない企業の場合は3 9 %に留まっている。

6 )インターネットの効用を引き出すためには、

e B u s i n e s sと社内システムとの統合が必須であ

る。

日本の化学企業のとるべき道

市場のグローバル化に伴って、日本の化学企

業が欧米の巨大企業とアジア市場のみならず国

内市場においても直接対峙する時期は目前に迫

っている。当然日本企業としても欧米企業に対

抗できる力を備える必要がある。

いまやeBusiness は、F a c e - t o - F a c eのビジネス

マナーに勝るとも劣らない、ビジネスパワーと

なっている。日本企業としては先行する欧米企

業の成功事例、失敗事例を慎重に研究し、学ぶ

べきこと、差別化要因を抽出し、実践しなけれ

ばならないことは言うまでもない。

同時に、e B u s i n e s sを支える社会的、技術的イ

ンフラ整備に国際的に協調して注力する必要が

ある。このような観点からも、次世代E D Iプロジ

ェクトが研究している、Chem eStandardsＴＭの

開発に積極的に関与してゆくことが求められる。

Chem eStandardsＴＭもまた開発途上にある。

これはX 1 2メッセージガイドの開発に1 0年を要し

た経験から、現実世界の動きに迅速に対応し、

複数の標準が発生することを抑えるため、巧緻

より拙速を重んじた結果である。9月にC I D Xボ

ードと協議するため、次世代EDI プロジェクト

のメンバーが訪米した際に、CIDX Executive

D i r e c t o rで あ る 、 P a t S i m m o n sは C h e m

e S t a n d a r d sT Mを唯一の化学業界向けX M L国際標

準とするため、主要地域間の共通ルールだけでな

く、各地域のローカルなルールも取り入れた標準

にすると言明している。

また、新たに化学品の製品分類や取引のビジ

ネスプロセスの標準化も検討されている。この

ように開発途上にあると言うことは日本が国際

標準確立のため、貢献しうることを意味する。

最近“Show the Flag”という言葉を耳にする。

まさに今こそ、その時期であろう。日本が積極的

に関与しなかった結果として、日本の実情を反映

しない標準が国際的に流布することとなり、国

際市場における日本のビジネスに不利な影響を

及ぼす恐れがあるばかりか、発言しない日本のイ

メージが固定し、今後も起こるであろうこの種の

活動に日本からの参加が困難になる可能性もあ

る。

次世代EDI プロジェクトは、調査研究プロジ

ェクトで2 0 0 2年3月で終了するが、その後も日本

の化学企業がC I D Xの活動に積極的に参加するこ

とを期待する次第である。
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戦略推進部 横井準治

8月2 0日～2 5日、韓国の済州島で開催された

I C P OP（International Conference on Photo-

Responsive Organics and Polymers 2001）に

出席した。この国際学会は日韓両国の団体、大

学がオーガナイザーをつとめ、世界2 5ヵ国から

第1線の研究者と韓国、日本を中心に多数の東南

アジアの学生が出席し開催された。当財団から

は佐久間 洋 元産学官連携委員長（昭和電工）を

始め、有機ﾓ ﾉ ﾘ ｼ ｯ ｸ光回路W G座長の戒能俊邦教

授（東北大学）、委員の杉原興浩助教授（静岡大学）、

夫 龍淳博士（富士ゼロックス）が出席した。

初日は3名の講師によるプレナリーレクチャ

ー、及び日韓の若手教授２名による特別講演、

韓国企業トップによる講演２件、さらにアート

インサイエンスと題する、化学技術に係わる芸術

的写真のコンテストが行われた。プレナリーレク

チャーでは2 0 0 0年ノーベル賞を受賞したAlan J

Heeger 教授からは受賞に係わる導電性高分子

の研究に関し、ポリアセチレンが実は鋼鉄よりも

高強度であることにふれ、またこれらの基礎的

研究が、現在ではプラスチックレーザーの研究につ

ながっていること、特にインクジェットトランジス

タといった高分子材料の加工性の特徴を活かした

展開の可能性が述べられた。さらに、独国のマ

ック ス プ ラ ン ク マイ ン ツ 研 究 所副 所 長 の

W e g n e r博士からは超分子に関し、ポリジアセチ

レンなどにおける電子信号の操作、論理回路構

築の可能性が示された。宮田清蔵 東京農工大学

長からは有機E L材料の展開について、新しい薄

膜構成法、正電極に用いる金属の選択の重要性、

塩化物処理による性能向上など、今後の研究開

発の一つの可能性が述べられた。

同日夜に開かれたコンフェレンスディナーでは

J C I Iを代表して、佐久間洋氏の挨拶があった。

また、クラシックコンサート、各国の唱歌の合唱

さらに韓国伝統芸能の民族太鼓のパフォーマンス

が「サムノリ」によって行われ、好評であった。

総じて会議開催中はコーヒーブレイクを含め、ク

ラシック音楽の雰囲気に満ちていた。

会議2日目以降は2つの会場に別れ、テーマ別

のセッションがもたれたが、特にE Lのセッショ

ンは会場が溢れるほどの人気を博していた。

Optical Waveguideのセッションでは、まずマ

ックスプランクのB u b e c k教授がP P V { p o l y - ( p -

phenylene vinylene)}を中心に、損失の問題、屈

折率評価のポイント、3次材料として、吸収と光

応答性を考慮した性能指数の問題を明らかにし、

P P V光導波路の光スイッチ材料としての可能性

を示した。プラスチック光ファイバ（P O F）に関

する講演が2件あり、特に韓国ではP O Fの開発

に関し、高い関心が見られた。K - J I S TのJ J . K i m

教授は光導波路材料として数種の高分子の屈折

率制御性などを評価した結果、およびフォトク

ロミック材料を用いた光導波路の可能性につい

て述べた。F H IのB r a u e r博士は精密加工による

新しい光部品の創製、有機・無機複合材料を用

いた光導波路の性能、信頼性などについて講演

した。W Gメンバーの杉原助教授から成形と同

時に分極処理を行う高分子電気光学材料の作製

法（S E P E T )、および光導波路の性能について報告

した。そのほか、熱光学導波路、全光型信号処

理処理（F E S L A P）用材料の性能（夫 博士）、ロタ

キサンを用いる新しいフォトニック材料の性能

（仏、D r．K a j z e r）、有機E L材料とフォトコン材料な

どを組み合わせたメモリー材料（阪大、横山）アメ

リカにおける有機フォトニクス研究の現状の紹介

など、盛り沢山の話題が提供された。水曜の午

後にはコンフェレンスツアーと銘打ち、民俗村

の見学、火山クレータ痕跡の見物および、韓国

寺院における太鼓のパフォーマンス（セレモニー）

の見物があり、その夜のバンケットではJ e j u島

の舞踊団による伝統舞いが披露され、その美し

さに酔いしれた。仕事の都合で2 3日の夕方には

帰国の途に就いたが、1 0 0～1 5 0人は入る会場は

常にいっぱいで、韓国を初めアジア諸国の若い

研究者の熱心な聴講が特に印象的であった。
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6月初めよりちょうど1ヶ月の期間で、米国

National Inst i tute of Standards and

Technology(NIST)を訪問しました。

このN I S Tは米国商務省管轄の研究施設で、

計量、計測の標準を規定すると同時に、産業

界を支援する材料開発のための基礎研究を行

う機関として、1 9 0 1年に設立された研究所

です。ちょうど今年が1 0 0周年にあたり、い

くつかの記念行事が行われていたようです。

主な研究所はワシントンD Cから車で3 0分

ほど行った郊外にある、ゲイザスバーグと言

う小さな街にあります。ゲイザスバーグの研

究所は、極めて広い敷地に建物が規則正しく

並んでおり、建物の間が渡り廊下でつながれ

ているのですが、どの建物も同じ様に見えて、

一度迷うとなかなか元に戻れません。

また、建物の外は広大な芝生と林が広がっ

ており、「夜、車を運転するときには鹿を轢か

ないように気をつけろ」と現地の研究員に注

意されたくらいで、鹿をはじめリス、野ネズ

ミ？などの動物がくつろいでいます。

今回訪問したのは、Material Science &

Engineer ing Laboratory内 の P o l y m e r s

d i v i s i o nと言う組織で、D r . C . C . H a nがリーダ

ーを務めるMultiphase Materials Groupに居

候して、様々なメンバーと技術交流を行って

きました。NISTでは専任のスタッフに加えて、

ポスドクや1 - 2年程度の期間滞在するビジタ

ーがスタッフと同程度の人数働いており、人

の出入りが多く、人とともに常に新鮮な知識

と技術が出入りしているという雰囲気です。

海外での1ヶ月は、時差ボケの克服から始

まり、周囲の環境に慣れた上、自らの研究環

境を整える期間など含めると、思いの外短い

期間ですが、研究内容に関する議論、技術情

報収集、我々のプロジェクト「高機能材料設

計プラットフォーム」の開発するO C T Aの紹

介等、1通りの予定をこなせたことは、N I S T

の訪問者に対するオープンな雰囲気によると

ころが大きいと思います。

今回、N I S TおよびJ C I Iの皆様のおかげで

Week day/week endとも有意義な日々を送る

ことができました。

ただ最後に「どうしてそんな日に帰るんだ。

もったいない」とN I S Tの皆にも言われたので

すが、日本での仕事の都合で、独立記念日で

ある7月4日に米国を発たなければならず、ワ

シントンD Cのパレード、花火が見られなかっ

たのが唯一の心残りです。

N I S T訪問記
研究開発事業部　青柳岳司
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お客
様

訪
エンプラ技術連合会 第1 3回

エンプラ技術連合会は、業界関連企業・団体の集まりとしては

少々特異な団体である。その名称が示すように、エンジニアリング

プラスチック（以下、エンプラ）の技術研究や規格制定おける、参加会

員各社の共同活動機関のような役割を果たしている。それ故、高分子試

験・評価センターともプラスチック分野での密な関係を保っている。

問

材の試験評価・安全規格の制定を行う民間の非営

利機関）のI A Gミーティングに対する委員派遣

I S O委員会：I S O／T C 6 1の年次大会参加、プラ工

連ISO運営委員会設立への参画

広報委員会：会員相互理解のための講演会開催、

各種書籍の発行廃棄物処理対策委員会：エンプラ

廃棄物処理問題への対応、廃プラ処理連絡会第1 0

部会への参画

特異な活動内容と今後の対応
特に電取法委員会は、平成2年度に発足した電

気用品部品・材料任意登録制度（これ以前にも、

昭和5 2年：絶縁物の使用温度の上限値登録、同6 0

年：熱可塑性プラスチックの一種の軟化温度であ

るボールプレッシャー温度の登録はあった）に対応

すると同時に、電取法に係る行政などの各種情報

の収集とその分析・対応を主活動においている。

またISO委員会は、ISO規格のJIS規格への整合化、

国際規格を基礎としたJ I S規格体系の構築や国際ル

ールを基礎とした適合性評価制度（認証制度）へ

の移行を骨子とした工業標準化法の改正などによ

り、I S O動向のいち早い情報収集に努めているもの

である。加えて、I S O規格を基本としたC A M P U S

（Computer Aided Material Preselection by

Uniform Standards:ユーザーが樹脂の1次選考を行

う際に使用するデータベース）の日本事務局を兼務

し、参加企業の便を図っている。

さらに広報委員会では、『エンプラの本』『プラ

スチックと関連規格』など計1 0書籍を発行する。

こうした活動のなかで、高分子試験・評価セン

ターは規格試験などを受託し、エンプラの安全性

向上に大きく寄与している。

エンプラ技術連合会の設立経緯
昭和35年、「金属に代わるプラスチック」として、

アメリカのデュポン社がポリアセタールホモポリ

マーの商品化に成功。これを機に初めて、エンプ

ラという言葉が登場することになる。『エンプラの

本』（エンプラ技術連合会発行）は、「構造用および

機械部材に適合している高性能プラスチックで、

主に工業用途に使用されるもので、耐熱性が

1 0 0℃以上のもの」とエンプラを定義している。

つまり、プラスチックは熱で溶けるもの、という

概念が完全に覆ってしまったわけだ。

しかし昭和5 2年に、電気用品取締法（電取法）

がプラスチックの規格（使用温度の上限値）を定め

る際には、関連プラスチック業界に十分な準備が

整っていなかったため、その制定作業における影

響力を行使しえなかった。そうした反省を踏まえ、

日本プラスチック工業連盟の肝いりにより翌5 3

年、「工業用熱可塑性樹脂連絡会」（エンプラ連絡

会）を発足させた。

その後、規約変更や組織の再整備を経て「工業

用熱可塑性樹脂技術連絡会」と名称を変更し、さ

らに「エンプラ技術連合会」に改称して現在に至

る。

エンプラ技術連合会の組織と主な活動
現在の参加会員数は、3 3社。組織は、総会・幹

事会・常設4委員会（電取法委員会・I S O委員会・

広報委員会・廃棄物処理対策委員会）と臨時委員会

とで構成されている。最近の常設4委員会の主な活

動は、以下のとおりである。

電取法委員会：電気用品部品・材料任意登録制

度への対応、U L（アメリカにおいて電気製品・部



●高分子試験・評価センター

● 研 究 開 発 事 業 部

● 先 進 材 料 研 究 所
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経済産業省：工業標準化法に基づく指定検査機関

厚生労働省：食品衛生法に基づく指定検査機関

東京事業所　〒111-0052 東京都台東区柳橋2-22-13

TEL.03-3862-4841 FAX.03-3866-8340
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TEL.03-5283-3260 FAX.03-5282-0252
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第４回独創的高機能材料創製技術シンポジウム

～分子協調材料研究開発 成果発表会～

2002年１月24日（木）午前10時～午後5時20分

25日（金）午前10時～午後4時45分

アルカディア市ヶ谷　私学会館

分子協調材料研究開発は、1 9 9 7年度より産学官の共同研究による経済産業省プロジェ

クトとして行って参りました。研究開発の目的は、分子協調作用を利用して新規機能材料

を創製し、高性能な発光・表示材料、光学材料、光電導材料、触媒、分離膜等の開発に資

することを目指しています。今年度は最終年度にあたりますので、成果発表会の開催と同

時に、成果として得られた試料、試作品を展示いたします。多数の皆様のご来場を歓迎い

たします。

主催：新エネルギー・産業技術総合開発機構、(財)化学技術戦略推進機構

共催：(社)高分子学会

後援：経済産業省

協賛：(社)日本化学会、(社)応用物理学会、(社)日本液晶学会、(社)ゼオライト学会

参加申込先：(財) 化学技術戦略推進機構　研究開発事業部　前田正彦

TEL：０３－５２８３－３２６０

FAX：０３－５２８２－０２５２

e-mail：maeda@jcii.or.jp

お 知 ら せ
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